
 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

     

 

 

 

      

 

 

 

      

 

  

 

  

  

  

 

 

 

令和６年度答申第３４号

令和６年９月２０日

諮問番号 令和６年度諮問第３７号（令和６年８月２８日諮問）

審 査 庁 国土交通大臣

事 件 名 河川区域内の土地の占用不許可処分等に関する件

答 申 書

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。

結 論

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当である。

理 由

第１ 事案の概要

本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が、Ａ地方整備局長

（以下「処分庁」という。）に対し、一級河川の河川区域内の土地を住居用及

び農耕用に使用するため、河川法（昭和３９年法律第１６７号）２４条に規定

する土地の占用の許可の申請及び同法２６条１項に規定する工作物の新築等の

許可の申請（以下「本件各許可申請」という。）をしたところ、処分庁が、こ

れらをいずれも不許可とする処分（以下「本件各不許可処分」という。）をし

たことから、審査請求人がこれらを不服として審査請求をした事案である。

１ 関係する法令等の定め 

⑴ 河川法

ア 定義 

(ｱ) 河川法３条１項は、この法律において「河川」とは、一級河川及び二

級河川をいうと規定している。 

(ｲ) 河川法４条１項は、この法律において「一級河川」とは、国土保全上
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又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川で国土

交通大臣が指定したものをいうと規定している。

これを受けて、河川法第四条第一項の水系を指定する政令（昭和４０

年政令第４３号）のａ号には、同項の水系として、「Ｂ川水系」が掲げ

られている。 

(ｳ) 河川法６条１項は、この法律において「河川区域」とは、次の各号に

掲げる区域をいうと規定している。 

① 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その

他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈して

いる土地（河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時

的に当該状況を呈している土地を除く。）の区域（１号） 

② 河川管理施設の敷地である土地の区域（２号） 

③ 堤外の土地（政令で定めるこれに類する土地及び政令で定める遊水

地を含む。）の区域のうち、上記①に掲げる区域と一体として管理を

行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域（３号） 

(ｴ) 河川法７条は、この法律において「河川管理者」とは、同法９条又は

１０条の規定により河川を管理する者をいうと規定している。 

(ｵ) 河川法９条１項は、一級河川の管理は国土交通大臣が行うと規定し、

同条２項は、国土交通大臣が指定する区間（以下「指定区間」という。）

内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で

定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統括する

都道府県知事が行うこととすることができると規定している。

これを受けて、河川法施行令（昭和４０年政令第１４号）２条１項は、

河川法９条２項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府

県知事が行うこととされる管理は、同項各号に掲げるもの以外のものと

すると規定しているところ、同項各号には、同法２４条及び２６条１項

の規定による権限を行うこと（河川法施行規則（昭和４０年建設省令第

７号）３７条の２に規定する特定水利使用に関するものを除く。）は掲

げられていない。

そして、昭和４０年建設省告示第９０１号（以下「本件告示」とい

う。）は、河川法９条２項の規定により、一級河川の区間のうち、別表

１から別表１５までに掲げる河川の区間（以下「国の直轄区間」とい

う。）外の区間を指定区間として指定すると定めているところ、別表ｂ
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（Ｂ川水系）には、Ｂ川についての国の直轄区間が掲げられている。

イ 河川区域内の土地の占用の許可

河川法２４条は、河川区域内の土地（河川管理者以外の者がその権原に

基づき管理する土地を除く。）を占用しようとする者は、国土交通省令で

定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならないと規定し

ている。

ウ 河川区域内の土地における工作物の新築等の許可

河川法２６条１項は、河川区域内の土地において工作物を新築し、改築

し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河

川管理者の許可を受けなければならないと規定している。

エ 権限の委任

河川法９８条は、この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定

めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任す

ることができると規定している。

これを受けて、河川法施行令５３条１項は、河川法及びこの政令に規定

する河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、同項各号に掲げるもの

以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任すると規定してい

るところ、同項各号には、同法２４条及び２６条１項の規定による権限

（河川法施行規則３７条の２に規定する特定水利使用に関するものを除

く。）は掲げられていない。 

⑵ 平成１１年８月５日付け建設省河政発第６７号建設事務次官通達「河川

敷地の占用許可について」の別紙「河川敷地占用許可準則」（以下「本件

準則」という。）

本件準則は、河川法２４条に規定する河川区域内の土地の占用の許可に

ついて、次のとおり規定している。

ア 目的（第１）

本件準則は、河川が公共用物であることに鑑み、治水、利水及び環境に

係る本来の機能が総合的かつ十分に維持され、良好な環境の保全と適正

な利用が図られるよう、河川敷地の占用の許可に係る基準等を定め、地

域の意向を踏まえつつ適正な河川管理を推進することを目的とする。

イ 定義（第２） 

(ｱ) 本件準則において「河川敷地」とは、河川法６条１項の河川区域内

の土地（河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除
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く。）をいう（１項）。 

(ｲ) 本件準則において「占用の許可」とは、河川法２４条の許可をいう

（２項）。 

(ｳ) 本件準則において「占用施設」とは、占用の許可の目的である施設

をいう（３項）。

ウ 占用許可の基本方針（第５）

河川敷地の占用は、第６に規定する占用主体がその事業又は活動に必要

な第７の１項に規定する占用施設について許可申請した場合で、第８から

第１１までの基準に該当し、かつ、河川敷地の適正な利用に資すると認め

られるときに、許可をすることができるものとする（１項）。

エ 占用主体（第６）

占用の許可を受けることのできる者（占用主体）は、次の各号に規定す

るものとする。ただし、第７の１項７号に規定する占用施設を設置するこ

とが必要やむを得ないと認められる住民、事業者等及び同項８号に規定す

る占用施設を設置することが必要やむを得ないと認められる非営利の愛好

者団体等も、それぞれ当該占用施設について占用の許可を受けることがで

きるものとする。 

(ｱ) 国又は地方公共団体（１号） 

(ｲ) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人都市再

生機構、地方公社等の特別な法律に基づき設立された法人（２号） 

(ｳ) 鉄道事業者、水上公共交通を担う旅客航路事業者、ガス事業者、水道

事業者、電気事業者、電気通信事業者その他の国又は地方公共団体の許

認可等を受けて公益性のある事業又は活動を行う者（３号） 

(ｴ) 水防団体、公益法人その他これらに準ずる者（４号） 

(ｵ) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）４条７項に規定する市街地

開発事業者を行う者又は当該事業と一体となって行う関連事業に係る施

設の整備を行う者（５号） 

(ｶ) 河川管理者、地方公共団体等で構成する河川水面の利用調整に関する

協議会等において、河川水面の利用の向上及び適正化に資すると認めら

れた船舶係留施設等の整備を行う者（６号）

オ 占用施設（第７）

占用施設は、次の各号に規定する施設とする（１項）。 

(ｱ) 河川敷地そのものを地域住民の福利厚生のために利用する施設（１号。
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例えば、「公園、緑地又は広場」がこれに該当する。） 

(ｲ) 公共性又は公益性のある事業又は活動のために河川敷地を利用する施

設（２号。例えば、「道路又は鉄道の橋梁又はトンネル」がこれに該当

する。） 

(ｳ) 地域防災活動に必要な施設（３号。例えば、「防災用等ヘリコプター

離発着場又は待機施設」がこれに該当する。） 

(ｴ) 河川空間を活用したまちづくり又は地域づくりに資する施設（４号。

「遊歩道、階段、便所、休憩所、ベンチ、水飲み場、花壇等の親水施設」

がこれに該当する。） 

(ｵ) 河川に関する教育及び学習又は環境意識の啓発のために必要な施設

（５号。例えば、「河川教育・学習施設」がこれに該当する。） 

(ｶ) 河川水面の利用の向上及び適正化に資する施設（６号。例えば、「公

共的な水上交通のための船着場」がこれに該当する。） 

(ｷ) 住民の生活又は事業のために設置が必要やむを得ないと認められる施

設（７号。例えば、「通路又は階段」がこれに該当する。） 

(ｸ) 周辺環境に影響を与える施設で、市街地から遠隔にあり、かつ、公園

等の他の利用が阻害されない河川敷地に立地する場合に、必要最小限の

規模で設置が認められる施設（８号。例えば、「グライダー練習場」が

これに該当する。）

カ 治水上又は利水上の基準（第８）

工作物の設置、樹木の植栽等を伴う河川敷地の占用は、治水上又は利

水上の支障を生じないものでなければならず、この場合、その占用の許

可は、河川法２６条１項又は２７条１項の許可と併せて行うものとする

（１項）。

キ 他の者の利用との調整等についての基準（第９）

河川敷地の占用は、他の者の河川の利用を著しく妨げないものでなけ

ればならない（１項）。

ク 河川整備計画等との調整についての基準（第１０）

河川敷地の占用は、河川整備計画その他の河川の整備、保全又は利用

に係る計画が定められている場合にあっては、当該計画に沿ったもので

なければならない（１項）。

ケ 土地利用状況、景観及び環境との調整についての基準（第１１）

河川敷地の占用は、河川及びその周辺の土地利用の状況、景観その他
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自然的及び社会的環境を損なわず、かつ、それらと調和したものでなけ

ればならない（１項）。 

⑶ 平成１１年８月５日付け建設省河政発第６８号建設省河川局長通達「河

川敷地の占用許可について」（以下「本件通達」という。）

本件通達は、本件準則第６の１号から６号まで（上記⑵のエの (ｱ)から(ｶ)

まで）は「公共性又は公益性を有する者」をその性格に応じて分類して列挙

したものであるとしている（記６）。 

⑷ 平成６年９月２２日付け建設省河治発第７２号建設省河川局治水課長通

達「工作物設置許可基準について」の別紙「工作物設置許可基準」（以下

「本件基準」という。）

本件基準は、河川法２６条１項に規定する河川区域内の土地における工

作物の新築等の許可について、次のとおり規定している。

ア 趣旨（第１）

本件基準は、河川区域内における河川法２６条１項の規定に基づく工

作物の新築、改築又は除却（以下「工作物の設置等」という。）の許可

に際して、工作物の設置位置等について河川管理上必要とされる一般的

技術基準を定めるものとする。

イ 適用範囲（第２）

本件基準は、河川法６条１項に規定する河川区域のうち遊水池、湖沼

（ダム湖を含む。）、高規格堤防特別区域及び樹林帯区域を除いた区域

における工作物の設置等に適用する。

ウ 基本方針（第３）

工作物の設置等の許可は、当該工作物の設置等が次の各号に規定する

場合に該当し、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に行うことを

基本とする。 

(ｱ) 当該工作物の機能上、河川区域に設ける以外に方法がない場合又は河

川区域に設置することがやむを得ないと認められる場合（１号） 

(ｲ) 当該工作物の設置等により治水上又は利水上支障を生ずることがなく、

かつ、他の工作物に悪影響を与えない場合（２号） 

(ｳ) 当該工作物の設置等により河川の自由使用を妨げない場合（３号） 

(ｴ) 当該工作物の設置等が河川及びその周辺の土地利用の状況、景観その

他自然的及び社会的環境を損なわない場合（４号） 

(ｵ) 河川環境管理基本計画（昭和５８年６月２８日付け建設省河計発第５
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２号建設省河川局長通達「河川環境管理基本計画の策定について」の別

添「河川環境管理基本計画策定方針」に基づく河川環境管理基本計画を

いう。）が定められている場合にあっては、当該工作物の設置等が当該

計画に定める事項と整合性を失しない場合（５号）

２ 事案の経緯

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。 

⑴ 審査請求人は、令和５年８月９日付けで、処分庁に対し、一級河川Ｂ川

水系Ｂ川の河川区域内の土地であるＣ地（以下「本件土地」という。）を

住居用及び農耕用に使用するため、本件土地についての河川法２４条に規

定する占用の許可の申請及び本件土地に設置する「住居用小屋及び農耕地」

（以下「本件工作物」という。）についての同法２６条１項に規定する新

築等の許可の申請（本件各許可申請）をした。

なお、本件土地は、本件告示の別表ｂ（Ｂ川水系）に掲げられているＢ

川についての国の直轄区間内に所在している。

（申請書、令和６年９月１１日付けの審査庁の事務連絡・別紙の６の⑵） 

⑵ 処分庁は、令和５年１０月１３日付けで、審査請求人に対し、本件各許

可申請は、以下のとおり、河川法２４条の許可に係る審査基準である河川

敷地占用許可準則（本件準則）及び同法２６条１項の許可に係る審査基準

である工作物設置許可基準（本件基準）に該当しないとして、本件各許可

申請をいずれも不許可とする処分（本件各不許可処分）をした。

ア 本件工作物は、本件準則第７の住民の生活のために河川敷地内におけ

る設置が必要やむを得ない施設と認められるものではなく、審査請求人

は、本件準則第６のただし書の占用の許可を受けることができる者に該

当しない。

イ 洪水時に本件工作物が流出すると、河川管理施設又は他の工作物を破

損させる原因となり、本件準則第８の治水上の支障が生じるものと判断

され、本件工作物の設置及びそのための本件土地の使用は、本件準則第

９の一般公衆の河川の利用を妨げることになる。

ウ Ｂ川では、Ｂ川水系河川整備計画に基づき、河川の中で洪水を安全に

流下させるための治水対策を進めているから、本件土地の占用は、本件

準則第１０の河川整備計画に沿ったものではない。

エ 本件土地は、Ｂ川河川公園基本計画において、自然環境の保全・再生

を優先させ、人の立入りを抑制するなど、利用調整を図りながら整備を
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していく自然環境保全・再生ゾーンと位置付けられているから、本件土

地の占用は、本件準則第１１の周辺の土地の利用状況に合致せず、かつ、

調和したものではない。

オ 以上のとおり、本件土地の占有は、占用の目的、河川の状況、周辺の

土地の利用状況等から、河川敷地の適正な利用に資すると認められるも

のではない。

また、本件工作物の設置は、工作物の設置等が許可される場合である

本件基準第３の「当該工作物の機能上、河川区域に設ける以外に方法が

ない場合又は河川区域に設置することがやむを得ないと認められる場合」

に該当すると認められるものではない。

（不許可処分書） 

⑶ 審査請求人は、令和５年１１月９日、審査庁に対し、本件各不許可処分

を不服として本件審査請求をした。

（審査請求書） 

⑷ 審査庁は、令和６年８月２８日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却

すべきであるとして諮問した。

（諮問書、諮問説明書（差し替え後のもの））

３ 審査請求人の主張の要旨

本件各不許可処分は、以下のとおり、憲法１３条及び３１条に違反してい

るから、本件各不許可処分の取消しを求める。 

⑴ 人類は、生きるためには、眠らねばならず、眠るためには、雨風を避け、

夜露をしのぎ、他の動物の攻撃を防ぐ必要があり、そのためには、住居が

必要となり、住居を有するためには、そのための土地が必要となる。した

がって、住居を有するための土地使用権は、人類にとって最も基本的な自

然権であり、憲法１３条に内在した侵されることのない権利である。 

⑵ 人類は、生きるためには、食わねばならず、食うためには、種をまき、

苗を育て、実を収穫するための農地が必要となる。したがって、農耕をす

るための土地使用権も、人類にとって最も基本的な自然権であり、憲法１

３条に内在した侵されることのない権利である。 

⑶ 住居を有するための土地使用権及び農耕をするための土地使用権は、憲

法１３条に内在した権利であり、地主が土地を持たない人民から金銭を受

け取り、もって不労所得を得ることは、憲法２７条１項の趣旨を没却せし

めるから、立法府は、憲法２９条２項の規定に基づき、上記の土地使用権
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を調整する立法措置を講じなければならない。しかるに、立法府は、その

立法措置を長年にわたって怠り続けているから、人民は、自らの判断で公

共の福祉をできるだけ脅かさない場所を選択し、その場所で上記の土地使

用権を行使せざるを得ない。 

⑷ 河川法２４条及び同条の許可に係る審査基準（本件準則）並びに同法２

６条１項及び同条の許可に係る審査基準（本件基準）は、河川区域におい

て住居を建設すること及び農耕をすることを全面的に禁止していないから、

憲法１３条に違反していない。しかし、本件土地は、審査請求人にとって、

最も公共の福祉を脅かすことなく、住居を有するための土地使用権及び農

耕をするための土地使用権を行使することができる場所である。それにも

かかわらず、処分庁は、審査請求人に対し、代替地を指定することなく、

また、本件土地で農耕をして収穫した野菜等の用途を確認するための聴聞

を開くことなく、本件各不許可処分をしたから、本件各不許可処分は、憲

法１３条のみならず、憲法３１条にも違反している。 

⑸ 平成１８年７月２１日付け農林水産省経営局構造改善課農地調整班・農

業委員会班事務連絡「河川区域内において耕作の事業に供されている土地

の取扱いについて」（以下「本件事務連絡」という。）によれば、河川敷

地も農耕をするために使用することができる。審査請求人は、本件土地で

農耕をして収穫した野菜等を自らが食するだけでなく、親から夕食等を用

意してもらえない子供に提供しており、本件土地は、審査請求人によって

公共の福祉のために使用されている。したがって、本件各不許可処分中、

農耕をするための土地に係る部分については、明白に裁量権の逸脱がある。

また、処分庁は、審査請求人に対し、本件土地で農耕をして収穫した野菜

等の用途を確認するための聴聞の期日を設けていないから、本件各不許可

処分は、憲法３１条に違反している。

第２ 諮問に係る審査庁の判断

１ 審査庁は、審理員意見書のとおり、本件審査請求は理由がないから棄却す

べきであるとしている。

２ 審理員意見書の概要は、以下のとおりである。 

⑴ 河川法２４条及び２６条１項の許可に係る審査基準について

河川法２４条及び２６条１項の許可に係る審査基準は、同法に規定され

ておらず、本件準則及び本件基準が、行政手続法（平成５年法律第８８号）

５条に規定する申請に対する処分の審査基準とされている。
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本件準則第５の１項は、占用許可の基本方針として、河川敷地の占用は、

本件準則第６に規定する占用主体がその事業又は活動に必要な本件準則第

７の１項に規定する占用施設について許可申請した場合で、本件準則第８

から第１１までの基準に該当し、かつ、河川敷地の適正な利用に資すると

認められるときに許可することができるものとすると規定している。

また、本件基準第３は、工作物の設置等の許可は、当該工作物の設置等

が次の各号に規定する場合に該当し、かつ、必要やむを得ないと認められ

る場合に行うことを基本とすると規定している。

以上を踏まえ、本件各不許可処分の是非について、以下、検討する。 

⑵ 本件各不許可処分について

ア 本件土地の占用不許可処分について 

(ｱ) 本件準則第６（占用主体）について

本件準則第６の本文は、占用主体は、原則として、「公共性又は公益

性を有する者」としている（本件通達の記６）が、本件準則第６のただ

し書は、例外として、本件準則第７の１項７号に規定する占用施設を設

置することが必要やむを得ないと認められる住民、事業者等も占用の許

可を受けることができるとし、同号には、「通路又は階段」、「いけ

す」、「採草放牧地」、「事業場等からの排水のための施設」その他の

「住民の生活又は事業のために設置が必要やむを得ないと認められる施

設」が規定されている。

審査請求人は、本件土地の占用の目的を「住居用及び農耕用」として

おり、個人として占用の許可の申請をしていると認められるから、審査

請求人は、本件準則第６の本文に規定する占用主体である「公共性又は

公益性を有する者」に該当しない。そして、本件準則第７の１項７号は、

住民が正当な権限に基づいて既に生活又は事業を営んでいることを前提

として、その生活又は事業のために必要やむを得ないと認められる施設

を掲げたものと解されるから、審査請求人は、本件準則第６のただし書

に規定する占用主体にも該当しない。 

(ｲ) 本件準則第７（占用施設）について

本件準則第７の１項には、上記の７号のほか、１号から６号までに

占用の許可の対象となる施設が規定されているが、本件工作物は、そ

のいずれにも該当しない（審理員は、８号に言及していない。この点

について、当審査会が照会したところ、審査庁は、これは言及漏れで
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あって、本件工作物は８号の施設にも該当しないから、本件工作物が

本件準則第７に規定する施設に該当しないとの結論は変わらないと回

答し（令和６年９月１７日付けの審査庁の事務連絡・別紙の回答１）、

審理員の上記意見を補足した。）。 

(ｳ) まとめ

したがって、本件土地の占用は、本件準則第６に規定する占用主体が

その事業又は活動に必要な本件準則第７に規定する占用施設について行

う場合に該当しないから、本件準則第８から第１１までの基準への適合

状況について検討するまでもなく、本件準則第５の１項が規定する占用

許可が認められる場合に該当しない。

イ 本件工作物の設置不許可処分について

本件基準第３は、工作物の設置等の許可は、当該工作物の設置等が次

の各号に規定する場合に該当し、かつ、必要やむを得ないと認められる

場合に行うことを基本とすると規定し、１号には、「当該工作物の機能

上、河川区域に設置することがやむを得ないと認められる場合」が規定

されている。

本件工作物は、「住居（住居用小屋）及び農耕地」であり、その機能上、

河川区域に設置する以外に方法がないものではない。また、本件工作物の

設置は、本件基準第３の２号から４号までに規定する場合に該当しない

（審理員は、５号に言及していない。この点について、当審査会が照会し

たところ、審査庁は、これは「５号」と記載すべきところを「４号」と書

き損じたものであって、本件工作物の設置は５号に規定する場合にも該当

しないから、本件工作物の設置が本件基準第３に規定する場合に該当しな

いとの結論は変わらないと回答し（令和６年９月１７日付けの審査庁の事

務連絡・別紙の回答２）、審理員の上記意見を補足した。）。

ウ 小括

以上のとおり、本件各不許可処分は、本件準則及び本件基準に従い適正

にされたものであり、処分庁による裁量権の逸脱又は濫用があるとは認め

られない。 

⑶ 審査請求人の主張について

審査請求人は、地主が所有する土地を賃貸して不労所得を獲得すること

は憲法２７条１項及び２９条２項の趣旨に反すると主張するなど、本件各

不許可処分が様々な憲法の規定に違反すると主張する。一方で、審査請求
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人は、河川法２４条及び本件準則並びに同法２６条１項及び本件基準は憲

法に違反していないとした上で、本件各不許可処分は憲法１３条及び３１

条に違反していると主張する。これらの主張を可能な限り善解すると、審

査請求人は、本件各許可申請から本件各不許可処分に至るまでの手続に問

題があったと主張していると解される。現に、審査請求人は、処分庁が本

件各不許可処分をするに当たり代替地を指定しなかったこと及び聴聞の機

会を設けなかったことに不服があるとしている。

そこで、本件各許可申請から本件各不許可処分に至るまでの手続の妥当

性について、以下、検討する。

ア 代替地を指定しなかったことについて

河川法２４条による「土地の占用の許可は、本来一般公衆の自由な使用

に供されるべき公共用物である河川敷地について、特定人に対し本来の用

法を越えて特別の使用権を設定するものであることから、その期間は、河

川の公共用物としての目的を阻害することがないよう、当該河川の状況、

当該占用の目的及び態様等を考慮して必要最小限度のものとしなければな

らない。（中略）許可の期間が終了した時点において、それまで許可を受

けていた者が従前と同じ内容の許可を受けるべき旨を河川管理者に対して

主張する地位を当然に有するものではない。」とされている（河川法研究

会編著「改訂３版 [逐条解説 ] 河川法解説」１８５ページ）。このように、

従前より許可を受けていた者ですら、河川管理者に対して何ら主張する地

位を当然に有するものではないことからしても、審査請求人のように、従

前より許可を受けていなかった者は、占用許可の申請が不許可となった際

に、代替地の指定を河川管理者に対して求めることができるものではない

と解するべきである。

イ 聴聞の機会を設けなかったことについて

河川法２４条及び２６条１項に基づく許可の申請の審査において、許可

権者が申請者から事情聴取をしなければならないという規定は見当たらな

い。加えて、行政手続法１３条１項は、行政庁は、不利益処分をしようと

する場合には、当該不利益処分の名宛人となるべき者について、意見陳述

のための手続を執らなければならないと規定しているが、ここでいう不利

益処分とは、「行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直

接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分」（同法２条４号）

をいい、「申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基
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づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分」は、不利益処分から

除くとされている（同号ただし書のロ）。

本件各不許可処分は、河川法上の占用の許可に係るものであり、当該許

可は、本来一般公衆の自由な使用に供されるべき河川区域内の土地を排他

的・継続的に使用することができる特別の権利を特定の私人に付与する行

政行為であるから、本来的自由に属しない特権ないし特別の能力を行政庁

が私人に付与する行為である「特許」の不許可処分である。したがって、

本件各不許可処分は、特定の者に義務を課し、又はその権利を制限するも

のではないから、行政手続法における不利益処分に該当しない。

以上によれば、本件各許可申請から本件各不許可処分に至るまでの手続

に特段の瑕疵があるとは認められない。

そして、審査請求人は、その他種々主張するが、それらは、上記⑵の判

断を左右するものではない。 

⑷ 結論

以上のとおり、本件審査請求は、理由がないから棄却すべきである。

第３ 当審査会の判断

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

⑴ 一件記録によると、本件審査請求から本件諮問に至るまでの一連の手続

の経過は、次のとおりである（なお、括弧内は、当該手続までの所要期間

である。）。

本件審査請求の受付 ：令和５年１１月９日

審理員の指名 ：令和６年３月８日

（本件審査請求の受付から約４か月）

審査請求書の副本の送付 ：同日

弁明書の受付 ：同年５月３０日（提出期限：同月３１日）

（審査請求書の副本の送付から約２か月３週間）

反論書の受付 ：同年６月２０日（提出期限：同月２８日）

再反論書の提出期限 ：同年７月１９日

審理員意見書の提出 ：同年８月１６日

本件諮問 ：同月２８日

（本件審査請求の受付から約９か月３週間） 

⑵ そうすると、本件では、①審査請求の受付から審理員の指名までに約４

か月、②審査請求書の副本の送付から弁明書の受付までに約２か月３週間
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を要した結果、審査請求の受付から諮問までに約９か月３週間を要してい

る。しかし、上記①及び②の各手続に上記の各期間を要したことについて

特段の理由があったとは認められない。特に、上記②の手続において弁明

書の受付が令和６年５月３０日となったのは、審理員が審査請求書の副本

を送付した際に弁明書の提出期限を約２か月３週間先の同月３１日と指定

したからであると考えられるが、主張書面の提出期限は、約１か月先を指

定するのが通常である（本件でも、反論書の提出期限及び再反論書の提出

期限については、いずれも約１か月先が指定されている。）から、審理員

が弁明書の提出についてのみ通常より長い期限を付与したことは相当でな

い。したがって、本件において、審理員の指名が迅速にされ、弁明書の提

出期限が通常どおり約１か月先に指定されていたならば、審査請求の受付

から諮問までの期間は、上記よりも大幅に短縮されていたものと考えられ

る。審査庁においては、審査請求事件の進行管理の仕方を早急に改善する

必要がある。 

⑶ 上記⑵で指摘した点以外では、本件審査請求から本件諮問に至るまでの

一連の手続に特段違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。

２ 本件各不許可処分の違法性又は不当性について 

⑴ 本件土地の占用不許可処分について

ア 本件準則第５（占用許可の基本方針）の１項は、河川敷地の占用は、

本件準則第６に規定する占用主体がその事業又は活動に必要な本件準則

第７の１項に規定する占用施設について許可の申請をした場合で、本件

準則第８から第１１までの基準に該当し、かつ、河川敷地の適正な利用

に資すると認められるときに、許可をすることができるものとすると規

定している（上記第１の１の⑵のウ）。

イ そこで、河川敷地である本件土地の占用が上記アの基本方針に適合し

ているか否かについて検討する。

本件準則第６の本文は、占用主体は、原則として、１号から６号までに

規定する者とすると規定しているが、本件準則第６のただし書は、例外と

して、本件準則第７の１項７号に規定する占用施設を設置することが必要

やむを得ないと認められる住民、事業者等及び同項８号に規定する占用施

設を設置することが必要やむを得ないと認められる非営利の愛好者団体等

も、それぞれ当該占用施設について占用許可を受けることができるものと

すると規定している（上記第１の１の⑵のエ。以下本件準則第６の本文に
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規定する者を「原則的な占用主体」といい、本件準則第６のただし書に規

定する者を「例外的な占用主体」という。）。

これを本件についてみると、まず、本件準則第６の１号から６号までは、

「公共性又は公益性を有する者」をその性格に応じて分類して列挙したも

のである（本件通達の記６）から、私人である審査請求人が原則的な占用

主体に該当しないことは、明らかである。

次に、本件準則第７の１項７号には、占用施設として、「通路又は階

段」、「いけす」、「採草放牧地」、「事業場等からの排水のための施設」

その他の「住民の生活又は事業のために設置が必要やむを得ないと認めら

れる施設」が規定されているが、審査請求人の申請に係る占用施設は、本

件土地を自らの住居用及び農耕用に使用するための「住居用小屋及び農耕

地」であり（上記第１の２の⑴）、本件土地以外に設置することができる

ものであるから、本件土地に設置することが必要やむを得ない施設である

とは認められない。したがって、審査請求人の申請に係る施設は、本件準

則第７の１項７号の施設に該当しない。また、本件準則第７の１項８号に

は、占用施設として、「グライダー練習場」、「ラジコン飛行機滑空場」

その他の「周辺環境に影響を与える施設で、市街地から遠隔にあり、かつ、

公園等の他の利用が阻害されない河川敷地に立地する場合に、必要最小限

の規模で設置が認められる施設」が規定されているが、審査請求人の申請

に係る施設は、上記のとおり、本件土地を自らの住居用及び農耕用に使用

するための「住居用小屋及び農耕地」であるから、同号の施設に該当しな

いことも明らかである。したがって、審査請求人は、例外的な占用主体に

も該当しない。

ウ そうすると、審査請求人は、原則的な占用主体にも、また、例外的な

占用主体にも該当しないから、その余の点について判断するまでもなく、

本件土地の占用は、本件準則第５の１項に規定する占用許可の基本方針

に適合していない。

したがって、本件土地の占用許可の申請は、許可をすることができない。 

⑵ 本件工作物の設置不許可処分について

本件基準第３（基本方針）は、工作物の設置等の許可は、当該工作物の

設置等が１号から５号までに規定する場合に該当し、かつ、必要やむを得

ないと認められる場合に行うことを基本とすると規定し、１号には「当該

工作物の機能上、河川区域に設ける以外に方法がない場合又は河川区域に
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設置することがやむを得ないと認められる場合」が、２号には「当該工作

物の設置等により治水上又は利水上支障を生ずることがなく、かつ、他の

工作物に悪影響を与えない場合」が、３号には「当該工作物の設置等によ

り河川の自由使用を妨げない場合」が、４号には「当該工作物の設置等が

河川及びその周辺の土地利用の状況、景観その他自然的及び社会的環境を

損なわない場合」が、５号には「河川環境管理基本計画が定められている

場合にあっては、当該工作物の設置等が当該計画に定める事項と整合性を

失しない場合」が規定されている（上記第１の１の⑷のウ）。

これを本件についてみると、審査請求人の申請に係る工作物（本件工作

物）は、本件土地を自らの住居用及び農耕用に使用するための「住居用小

屋及び農耕地」であって、本件土地以外に設置することができるものであ

るから、本件工作物の設置は、本件基準第３の１号に規定する場合に該当

しない。したがって、本件工作物の設置は、その余の点について判断する

までもなく、本件基準第３に規定する基本方針に適合していない。

したがって、本件工作物の設置許可の申請は、許可をすることができな

い。 

⑶ 審査請求人の主張について

ア 審査請求人は、本件各不許可処分は憲法１３条及び３１条に違反して

いると主張する（上記第１の３）。

このうち、まず、憲法１３条違反の主張は、住居を有するための土地

使用権及び農耕をするための土地使用権は、人類にとって最も基本的な自

然権であって、憲法１３条に内在した侵されることのない権利であるから、

人民は、自らの判断で公共の福祉をできるだけ脅かさない場所を選択し、

その場所で上記の土地使用権を行使することができることを理由とするよ

うである（上記第１の３の⑴から⑶まで）。しかし、これは、審査請求人

の独自の憲法解釈であって、採用することができない。

次に、憲法３１条違反の主張は、処分庁が本件各不許可処分をするに

当たり代替地を指定しなかったこと及び聴聞の機会を設けなかったことが

違法であることを理由とするようである（上記第１の３の⑷及び⑸）。そ

こで、以下、これらの点について検討する。 

(ｱ) 代替地を指定しなかったことについて

審査請求人は、本件土地を住居用及び農耕用に使用するためとして、

本件土地の占用の許可の申請及び本件工作物の設置の許可の申請（本件
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各許可申請）をしているが、本件土地には、既に本件工作物が設置され

ており、審査請求人が平成２５年度、平成２９年度及び令和４年度にし

た本件各許可申請と同様の許可申請は、いずれも不許可とされている

（弁明書に添付の位置図・写真、処分庁の決裁・供覧文書に添付の調査

意見書（住居及び農耕））。すなわち、審査請求人は、権限なくして、

本件工作物を設置し、本件土地を占用しているのであって、審査請求人

による本件土地の占用は、法的保護の対象となるものではないから、審

査請求人が本件土地の代替地の指定を求めることができる権利又は利益

を有していないことは、明らかである。 

(ｲ) 聴聞の機会を設けなかったことについて

河川法には、同法２４条に規定する土地の占用の許可の申請及び同法

２６条１項に規定する工作物の設置の許可の申請があった場合に、河川

管理者に申請者からの事情の聴取を義務付けている規定は、見当たらな

い。また、行政手続法には、行政庁は、不利益処分をしようとする場合

には、当該不利益処分の名宛人となるべき者について、意見陳述のため

の手続（聴聞又は弁明の機会の付与）を執らなければならないとする規

定（１３条１項）があるが、ここでいう不利益処分とは、「行政庁が、

法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、

又はその権利を制限する処分」をいい（２条４号）、「申請により求め

られた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を

名あて人としてされる処分」は、不利益処分から除かれている（同号た

だし書のロ）。本件各不許可処分は、行政手続法２条４号ただし書のロ

の処分に該当する処分であるから、意見陳述のための手続を執らなけれ

ばならない不利益処分ではない。

以上によれば、処分庁が本件各不許可処分をするに当たり代替地を指

定しなかったこと及び聴聞の機会を設けなかったことが違法であるとの審

査請求人の主張は、いずれも採用することができない。

イ 審査請求人は、本件事務連絡が河川敷地も農耕をするために使用する

ことができるとしているから、本件各不許可処分中、農耕をする土地に

係る部分については、明白に裁量権の逸脱があるとも主張する（上記第

１の３の⑸）。

確かに、本件事務連絡には、「通常の耕作であれば河川管理に重大な

支障を及ぼすものではなく、農地としての利用が可能です。」と記載さ
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れている（記１の⑵）が、この記載は、河川区域内の土地については

「河川管理上の制約」があることを前提としたものであり、この記載に

先行する部分（記１の⑴）において、本件事務連絡は、「河川区域内の

土地の占有については河川法第２４条の許可、当該許可に基づく占有権

の譲渡については同法第３４条第１項の承認が必要であり、河川区域内

の土地において耕作が行われる場合も、これらの許可又は承認（中略）

が必要です。」と明確に記載している。すなわち、本件事務連絡は、河

川区域内の土地（河川敷地）も、河川法の許可を受ければ、農耕をする

ために使用することができることを説明したものにすぎないのであって、

農耕をする目的であれば、同法の許可を受けずに河川区域内の土地（河

川敷地）を使用することができるなどとしたものではない。

したがって、審査請求人の上記主張も、採用することができない。 

⑷ 上記⑴から⑶までで検討したところによれば、本件各不許可処分は、い

ずれも違法又は不当であるとは認められない。

３ まとめ

以上によれば、本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の

判断は、妥当である。

よって、結論記載のとおり答申する。

行政不服審査会 第１部会

委 員 原 優

委 員 野 口 貴 公 美

委 員 村 田 珠 美
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